鳥取市 保護猫の預かり制度実施要領
１．目的
この要領は、高齢などの理由で猫との暮らしを諦めていた人達に動物と暮らす喜びを提供し、同時に市が収容・保護した猫の新しい居場所を確保することを目的とする。

２．対象動物
対象動物は、市が収容した猫で、「鳥取市犬及び猫の終生飼養者譲渡実施要領」に基づき譲渡動物となった猫のうち概ね5歳以上の成猫で、市が預かり適性ありと判断した猫とする。

３．資格
預かり希望者は、次の要件を満たすものとする。
[bookmark: _Hlk214546051]（１）鳥取市内に在住している６０歳以上であり、「鳥取市犬及び猫の終生飼養者譲渡実施要領」の終生飼養者の基準に適合しない者であること。
（２）集合住宅又は賃貸の場合、猫の飼養が規約等で認められていること。
（３）猫を預かることについて、同居家族全員の同意が得られていること。
（４）猫を預かるにあたり、衛生的な飼養環境と必要資材を確保できること。
（５）餌代、治療費などの費用負担ができること。
（６）猫を預かる間、完全室内飼育で適切な世話が可能であること。
（７）現に猫を飼養していないこと。
（８）別表に掲げる遵守事項を守れること。
（９）その他，猫を預かり飼養することが適切であると市が判断できる者であること。
（10）動物の愛護及び管理に関する法律、鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例、その他関係法令（以下、「法令等」という。）及び本要領に関して、次の事項のいずれにも該当しないこと。
ア　法令等に違反していないこと。
イ　過去に法令等に基づく処分があった場合は、処分のあった日から２年を経過していないこと。
ウ　過去に法令等に基づく罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過していないこと。
エ　過去に不正な手段により譲渡動物の譲渡を受けた場合は、その不正についての改善を確認できた日から２年を経過していないこと。

４．手続き
預かり制度は以下の手続きによるものとする。
（１）預かり制度の利用を希望する者は、保護猫預かり希望申出書（様式１）に必要事項を記入し、保健所長に提出する。
（２）前号の申請があった場合、保健所長は書類審査と必要に応じて現地調査を実施し、適正に飼育できるか等の審査を行い、結果を希望者に連絡する。
（３）適正に飼養できると判断された者は、預かり対象の猫と対面し、直接現在の状況を確認しなければならない。対象となる猫は、預かり者の健康状態、年齢等を考慮した上で決定する。なお、預かり頭数は原則１頭とする。
（４）預かりする予定の猫については、原則預かり前に一時的に飼養（以下、「トライアル」という。）を実施することとし、当該猫と対面した後に、飼育環境が整った時点でトライアル日時の調整を行う。
[bookmark: _Hlk216949953][bookmark: _Hlk216951993]（５）トライアルを行う者は、トライアル申込書（様式２）を保健所長に提出し、当該猫の引渡しを受ける。トライアル期間は１週間以上３週間以内とし、トライアル終了までに当該猫の預かりの諾否について保健所長に連絡する。なお、トライアルを行う者は別表にある事項を遵守しなければならない。
（６）トライアルの後、当該猫の預かりをする場合は次号の手続きを行う。また、預かりを希望しない場合は、保健所に連絡後速やかに返還するものとする。
[bookmark: _Hlk216950098]（７）預かり希望者は、保護猫預かり申請書（様式３）と誓約書（様式４）を保健所長に提出する。
（８）保健所長は、預かり希望者に預かり猫の飼養管理に必要な事項を指導した後に、以降預かり者として、猫預かり証（様式５）と併せて直接対面で引き渡しを行う。

５．定期報告
　　預かり者は、預かっている猫の状況について６か月毎に定期報告書（様式6）にて鳥取市保健所に報告するものとする。保健所は、原則年に1回は自宅訪問し、猫の飼育状況や健康状態、預かり者の健康状態等を確認することとする。
なお、猫の健康管理や飼育方法については保健所が随時相談に応じる。

６．猫の一時返還
　　預かり者や同居家族が入院、通院など健康上の理由等で一時的に飼養が困難になった場合、保健所と協議の上、一時返還申出書（様式７）と併せ、一時的に預け猫の返還を受けるものとする。

７．預かり猫の返還
（１）預かり者は、万が一自身の体調不良等により預かり継続が困難な状況が生じた際には保健所に速やかに届け出ること。
（２）保健所は（１）により連絡を受けた場合、預かり者と面談し、預かり継続困難申出書（様式８）と併せ預け猫の返還を受けるものとする。
（３）保健所は、預かり申請にあたって虚偽の記載をした者、預かり者としてふさわしくない行為のあった者、第３項に規定する要件を満たさなくなった者については、預かりを依頼した猫の返還を求めることができる。
（４）保健所が返還を求めた場合は、預かりを依頼した猫を速やかに返還しなければならない。

８．体調不良時等の対応
猫に体調不良等が認められた場合は速やかに保健所に連絡し、対応について協議すること。

９．費用負担
本要領に基づく猫の預かりを行う事により生じた費用については、全て預かり者が負担するものとする。
１０．その他
その他、この要領に定めのない事項については保健所と預かり者が協議のうえ対応するものとする。

 附則
この要領は、令和８年４月１０日から施行する。



別表（第３、４項関係） 預かり者の遵守事項
１ 猫に関係する法令等を遵守し、猫が寿命を全うする、あるいは保健所に返還するまで責任を持って飼養管理すること。
２ 猫及び自身の健康管理及び安全を保持すること。
３ 逸走等の発生防止に努めること。
４ 多頭飼育等で適正飼養が困難となるような事態を生じさせないこと。
５ 飼養する猫に関する情報を記録し、管理すること。
６ 預かり活動をする上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。
７ 鳥取市が行う動物の愛護及び管理に関する施策に協力すること。

